
寒川町事務分掌等に関する規則新旧対照表  

現行  改正案  

～略～  ～略～  

(課等及び担当の設置 ) (課等及び担当の設置 ) 

第 2条  寒 川 町 部 設 置 条 例 第 1条 に 規 定 す

る部に次の課等及び担当を置く。  

第 2条  寒 川 町 部 設 置 条 例 第 1条 に 規 定 す

る部に次の課等及び担当を置く。  

企画部  (略 ) 企画部  (略 ) 

総務部  (略 ) 総務部  (略 ) 

町民部  (略 ) 町民部  (略 ) 

福祉部  福祉部  

福祉課  総務担当  障がい福祉担当  福祉課  総務担当  障がい福祉担当   

プレミアム付商品券事業担当  

高齢介護課・保険年金課  (略 ) 高齢介護課 ・保険年金課  (略 ) 

健康子ども部  (略 ) 健康子ども部  (略 ) 

環境経済部  (略 ) 環境経済部  (略 ) 

都市建設部  (略 ) 都市建設部  (略 ) 

拠点づくり部  (略 ) 拠点づくり部  (略 ) 

(課等の事務分掌 ) (課等の事務分掌 ) 

第 3条  前 条 に 規 定 す る 課 等 の 事 務 分 掌

は、次のとおりとする。  

第 3条  前 条 に 規 定 す る 課 等 の 事 務 分 掌

は、次のとおりとする。  

企画部  (略 ) 企画部  (略 ) 

総務部  (略 ) 総務部  (略 ) 

町民部  (略 ) 町民部  (略 ) 

福祉部  福祉部  

福祉課  福祉課  

総務担当  (略 ) 総務担当  (略 ) 

障がい福祉担当  (略 ) 障がい福祉担当  (略 ) 

(加える ) プレミアム付商品券事業担当  

 プレミアム付商品券事業に関する  

こと。  

健康子ども部  (略 ) 健康子ども部  (略 ) 

環境経済部  (略 ) 環境経済部  (略 ) 

都市建設部  (略 ) 都市建設部  (略 ) 

拠点づくり部  (略 ) 拠点づくり部  (略 ) 

～略～  ～略～  

 附  則  

 この規則は、平成 31年 4月 1日から施行す

る。  


